
申請手続きの流れ
（鴨川市企業立地及び雇用促進奨励制度）
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①事前相談

②指定申請書の提出 （第１号様式）
＜操業開始予定日の90日前から30日前まで＞

③指定企業指定通知書 （第３号様式）

④操業開始届出書の提出 （第５号様式）
＜操業開始日から30日以内＞

⑤企業立地奨励金交付申請書の提出 （第６号様式）
＜各年度の3月10日まで（固定資産税完納後）＞

⑥企業立地奨励金交付決定通知書 （第７号様式）

⑨雇用促進奨励金交付申請書の提出 （第９号様式）
＜操業開始日から起算して1年を経過した日から30日以内＞

⑩雇用促進奨励金交付決定通知書 （第１０号様式）

⑦企業立地奨励金に係る請求書の提出 （第８号様式）
＜交付決定通知を受けた日から30日以内＞

⑧企業立地奨励金の交付

⑪雇用促進奨励金に係る請求書の提出 （第１１号様式）
＜交付決定通知を受けた日から30日以内＞

⑫雇用促進奨励金の交付

⑬状況報告書の提出 （第１２号様式）
＜各年度の1月末日まで（指定期間が終了するまでの毎年度）＞
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※ その他、以下に該当した場合には別途書類を提出していただく必要があります。
詳しくは企画政策課までお問い合わせください。

・指定の申請をした事項に変更が生じたとき ・指定企業の事業を承継したとき
・事業所の操業を廃止又は休止したとき ・休止中であった事業所の操業を再開したとき


